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１．研究計画の概要 

 本研究（「企業買収法制と防衛策」）は、わ
が国における企業買収について、とりわけそ
の中でも、経営陣の賛同を得ないで行ういわ
ゆる敵対的買収に重点を置いて、望ましい法
制度のあり方を検討するものである。研究の
方法としては、(1) 伝統的な法学研究の手法
である判例分析、(2) アメリカおよびイギリ
ス・EU 諸国の法制に関する比較法分析、な
らびに(3) 企業買収と買収防衛策に関する実
証的分析を柱とする。 

 

２．研究の進捗状況 

 研究計画に記載した 3つの方向から研究を
進めている。具体的には、(1) に関しては、
買収関係の裁判例を分析・検討した。もっと
も、本研究の期間中は、敵対的買収に対する
防衛策の適法性が正面から争われた事例が
少なかったため（平成 20 年のピコイ事件が
ある程度か）、潜在的には利益相反の要素を
抱えた友好的買収に関連する事例分析（楽天
対 TBS 事件、サイバード事件など）が中心
となった。(2) については、従来から研究対
象としているアメリカ（とくにデラウェア
州）法の研究を進めた他、厳格な公開買付規
制と防衛策の原則的禁止を組み合わせてい
る点でアメリカとは対照的な性格を有する
英国法（自主規制規範を含む）の研究につい
て、進展が見られた。(3) については、わが
国において潜在的な防衛策としての性格を
有する株式持合いに関し、経済学者と共同に
よって事例研究を行った。 

 

３．現在までの達成度 

 ②おおむね順調に伸展している。 

（理由） 

 ２．に述べたとおり、当初予定していた各
研究分野で研究の進展が見られ、５．で後述
するとおり論文も公刊できているため。 

 

４．今後の研究の推進方策 
 引き続き、研究計画にある 3つの方面の研
究を深めるほか、特に今年度は、従来の研究
をまとめ、かつ、買収法制に関する現段階の
私見をまとめた単著の執筆を予定している。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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